
第２　地域自立生活を支える福祉基盤づくり

　生活困窮者の抱えるさまざまな課
題に対し、市町村社協の機能を活か
した柔軟かつ即応性のある支援につ
なげることができる。
 県社協全体で共通の課題として取り
上げ、各種事業で取り組むことで、
支援の強化が図られる。
 市町村社協への相談員の配置促進を
通じて、社協機能を活かした生活困
窮者支援の充実・強化が図られる。

実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

１　生活困窮者等の自立に向けた支援

（１）社協の総合力を活かした生活困窮者の自立支援の強化

　①社協機能を活かした支援の展開と関係機関との連携強化

　県や自立相談支援機関等を対象に「生活困窮
者自立支援事業相談員等連絡会」を開催し、生
活困窮者支援にかかる課題の共有と対応策の協
議を通じ、支援の充実強化を図る。
「生活困窮等相談力向上セミナー」を開催し、
県内の生活困窮者支援に携わる相談員の資質向
上を図る。
　県の生活困窮者自立支援制度人材養成に係る
研修企画へ職員を参画させ、本県の実情に応じ
た研修を関係機関と協働で企画・実施する。
 「沖縄県コロナ特例貸付利用者支援のあり方
検討委員会」において取りまとめた報告書を基
に、市町村社協役職員を対象に「生活福祉資金
貸付事業研究協議会」等を通じて生活困窮者へ
の支援策について協議を行う。

　連絡会の開催を通じ、市町村社協
をはじめ生活困窮者支援を行う関係
機関・団体とのネットワークを強化
し、連携した支援体制の構築につな
げることができる。
　市町村社協をはじめ生活困窮者支
援等を行う関係機関・団体と生活困
窮者支援に関する知識と技術につい
て学ぶことで、職員の資質向上が図
られる。
　関係機関と協働した研修を企画・
実施することで、県内の支援者の資
質向上を支援することができる。
　市町村社協や関係機関と連携して
今後の方策について研究協議を行う
ことにより、今後の生活困窮者支援
の充実・強化が図られる。

　コミュニティソーシャルワーク研究会や生活
困窮者自立相談員連絡会等の各種会議や研修会
において生活困窮者の自立支援に向けた方策を
協議し、市町村社協が行う生活困窮者への支援
の充実を図る。
 局内において部署横断的な連絡会等をもつな
ど、県社協の総合力で、物価高騰等で顕在化し
た困窮世帯等に対する支援を強化する。
　併せて、本則貸付原資の取崩による事務費や
コロナ特例貸付の債権管理事務費を活用して、
市町村社協へ相談員を配置し、生活困窮者への
相談支援体制の強化を図る。
【相談員設置費】（本則）7市町村社協　11人
分/（コロナ特例）41市町村社協　88人分予算
確保

ア．社協機能を活か
した生活困窮者支援
の強化

イ．生活困窮者自立
支援機関等との連
携・協働の推進



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

イ．児童養護施設退
所者等に対する自立
支援資金の貸付相談
等の支援や広報強化

　児童養護施設退所者や里親委託解
除児童の生活支援や経済的自立につ
ながる。
　また、関係団体等への制度説明や
広報・周知を強化することで、資金
が必要な方への適切な貸付につなが
る。
　貸付後も現況確認や関係機関との
連携を密にすることにより、効果的
な相談支援につながる。

（２）生活福祉資金貸付事業等の効果的な実施

　① 貸付制度の周知と利用の促進

　低所得者世帯等に対し、資金貸付と相談・支
援により世帯の経済的自立等を図る。
　生活保護世帯からの貸付が増加している中、
福祉事務所との連携を密に行い、生活保護世帯
の生活意欲の助長促進を図る。
 また、必要に応じて、生活困窮者自立支援機
関や福祉事務所等の関係機関へのつなぎを行
う。
【貸付計画】550件

　生活福祉資金の貸付や償還の円滑な相談が行
われるよう、貸付原資の取り崩しを活用して市
町村社協に相談員設置費を交付し相談体制の整
備を図る。
　特例貸付終了後も生活困窮状態が続いている
世帯への貸付を含めた総合相談が円滑に行われ
るよう、市町村社協に第3期（令和8～12年度）
に係る債権管理事務費を交付し相談体制の強化
を図る。
※債権管理期間（令和4～17年度）の各期区分
　第1期：令和4年度　第2期：令和5～7年度
第3期：令和8～12年度　第4期：令和13～17年
度

【相談員設置費】（本則）7市町村社協　11人
分/（コロナ特例）41市町村社協　88人分予算
確保（再掲）

　生活福祉資金制度についてホームページや広
報誌等を通じた広報・啓発活動を行う。加え
て、民児協、福祉事務所、ハローワーク、学校
等の関係機関・団体に対して制度説明会を実施
するなど、アウトリーチによる広報活動を強化
する。

　児童養護施設や里親会及び児童相談所との密
接な連携のもと、児童養護施設退所者等自立支
援資金貸付事業を行い、児童の自立支援を図
る。
【貸付計画】40件
　上記関係団体等に対して意見交換会、巡回訪
問等の実施やホームページ、チラシ配布等を通
じた広報・啓発活動を行う。

 貸付後も借受人の現況確認を行い、児童養護
施設や児童相談所等の関係機関と情報共有を図
り、借受人への支援を強化する。

ア．生活福祉資金貸
付制度の広報強化と
利用の促進

　相談援助や、貸付とその後の継続
的な支援により、低所得者世帯等の
経済的自立と生活意欲の助長促進に
つながる。
　相談員の配置により、貸付や償還
の円滑な相談が行われ、低所得世帯
等への経済的自立に向けた相談支援
につながる。
　教育機関をはじめとした各種関係
機関・団体等への制度説明や各種広
報・周知を強化することで、潜在的
な貸付ニーズの掘り起こしや貸付の
利用促進につながる。



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

　市町村社協、民生委員・児童委員及び生活困
窮者自立支援機関等と連携し、適正な償還が実
行されるよう償還支援の充実・強化を図る。
　また、償還が困難な借受人に対しては、本会
と市町村社協合同の償還指導・相談会におい
て、生活状況の把握を行い、償還免除や償還猶
予、少額返済等の活用を促し、世帯の自立に向
けた総合的な支援を行う。
　併せて、特例貸付借入後に債務整理手続きを
開始する借受人が多いことから、自己破産や再
生計画に基づく適正な対応を進める。
コロナ特例貸付で償還が免除となった借受人に
対し、市町村社協をはじめ生活困窮者自立支援
機関等と連携協働を図り、生活再建に向けた支
援を行う。
　「生活福祉資金貸付事業研究協議会」を開催
し、債権管理事務費の活用方法や、償還免除に
なった借受人のフォローアップ支援について協
議し、市町村社協が行う生活困窮者への支援の
充実を図る。
　さらに、非課税世帯等に対する免除業務や問
い合わせ対応等について、引き続きアウトソー
シング（外部委託）を行う。その中で、通話不
能者に係る電話番号の確認・クリーニング（利
用状況の確認）を実施するとともに、非課税免
除等となった借受人へ生活状況の電話確認を行
う。

　市町村社協、民生委員・児童委
員、生活困窮者自立相談支援機関等
との連携による、効果的な相談支援
や償還指導により、低所得世帯等の
自立につながる。
　「生活福祉社協貸付事業研究協議
会」を開催することで、市町村社協
との共通認識での貸付事業が推進で
きる。
　アウトソーシングの活用により、
債権管理の適正化の向上が図られる
とともに、免除決定者の生活再建に
向けた支援につながる。

ウ．新型コロナウイ
ルス感染症対策によ
る特例貸付の借入世
帯への償還等の取組
み

　市町村社協、民生委員・児童委員及び生活困
窮者自立支援機関等と連携し、未応答者や滞納
世帯に対して戸別訪問や電話等による償還指
導・相談会を行う。また、長期滞留債権を除く
滞納世帯については、少額返済や償還猶予を行
うとともに、他の福祉サービス等へつなぐな
ど、世帯の自立に向けた総合的な支援を行う。
　
　本会と市町村社協合同の償還指導・相談会を
実施する。
　・【償還完了計画】1031件（本則）
　

　長期滞納者の状況を調査して、償還指導の強
化や償還免除の手続きを進める等、適正な対応
を図る。
　文書返戻や所在不明等の債務者に対しては、
電話での確認や住民票取得による追跡調査を行
う。
　悪質な債務者に対して、顧問弁護士と連携等
しながら、内容証明書の送付を行い、進展のな
い場合は少額訴訟、支払督促などの民事訴訟手
続きを行う。
　市町村社協に導入した生活福祉資金貸付シス
テムを活用し、市町村社協における償還相談支
援等の体制整備を図る。
・償還滞納に対する督促状（本則・特例）発送
（年2回）
　・残額のお知らせ（本則・特例）発送（年2
回）

ア．借入世帯への償
還指導及び自立支援

　市町村社協、民生委員・児童委
員、生活困窮者自立相談支援機関等
との連携による、効果的な相談支援
や償還指導により、低所得世帯等の
自立につながる。

イ．債権管理の強化

　長期滞留債権への適切な対応によ
り債権管理の強化が図られる。
　民事訴訟等を行うことにより、悪
質な債務者への適切な対応が図られ
る。
　生活福祉資金貸付システムの活用
により全市町村において借受人等へ
のスムーズな償還対応につながる。

　② 債権管理及び借入世帯の自立支援の強化



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

　市町村社協役職員や相談員を対象に「生活福
祉資金貸付事業担当職員研修会」を実施し、市
町村社協職員や相談員の資質向上を図る。
　・研究協議会
　・新任職員研修会
　・貸付担当研修会
　・償還担当研修会
　また、市町村社協からの要請により、個別で
の勉強会を随時実施し、市町村社協の相談対応
力の強化を図る。
　生活福祉資金貸付事業における制度改正や新
たな取り組みが示された際には、市町村社協及
び自立相談支援機関等へ説明会を随時行う。

　研修会の開催により、生活福祉資
金貸付事業の効果的な実施につなが
る。
　説明会の開催により、制度改正や
新たな取り組みにおける共通認識を
もつことができ、効果的な事業推進
が図られる。

ア．市町村社協職
員、相談員等への研
修

　③ 生活困窮者の自立支援に向けた関係機関・団体との連携強化



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

 市町村社協における適正な事業運営
と体制整備が図られるとともに、増
加するニーズへの迅速な対応強化に
つながる。
　また、「日常生活自立支援事業研
究協議会を開催し、事業の運営上の
課題対応等を検討することで、効果
的な事業推進が図られる。

　市町村社協が行う生活支援員の担い手確保の
取組みに対し必要な助言、情報提供、養成研修
会への担当職員を派遣するなど、市町村社協と
連携した担い手確保に取り組む。

　市町村社協への各種支援を通し
て、生活支援員の担い手確保につな
げ、事業実施体制の強化を図ること
ができる。

　「専門員研修会」、「生活支援員研修会」を
開催し、事業従事者としての事業内容の理解促
進や利用者支援等に関する専門的援助技術等向
上を図る。

　①増加する利用希望者に対応するための事業実施体制の構築

（１）福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の推進

ア．事業従事者研修
会の開催

２　総合的な権利擁護体制づくりの推進

　②生活支援員の確保及び事業従事者の資質向上のための取り組み強化

（２）市町村段階の権利擁護体制の構築に向けた支援

　各種研修会を通し、事業従事者の
専門的技術・知識等の向上が図ら
れ、利用者支援の充実・強化を図る
ことができる。

　一時預かり支援事業の実施を通し
て対象者の権利侵害の防止を図ると
ともに、日常生活自立支援事業への
円滑な移行につなげることができ
る。

イ．市町村社協によ
る生活支援員確保の
取組み支援

　① 市町村社協における一時預かり支援事業の推進

　③利用ニーズに応じた事業実施体制の構築に向けた取り組み推進

ア．事業の適正かつ
効率化に向けた取り
組み

　「業務マニュアル」等の周知を図り、市町村
社協における本事業の適正かつ効率的な実施を
推進する。

　マニュアル等の周知を図ること
で、各市町村社協での適正な事業実
施体制の強化につなげることができ
る。

ア．一時預かり支援
事業の推進

　緊急時における日常的金銭管理等が必要な要
支援者を対象にした市町村社協独自の一時預か
り支援事業の状況を確認し、実施にかかる必要
な情報等の提供、助言を行い、市町村社協にお
ける権利擁護支援体制の強化を図る。

ア．事業実施体制の
強化

　4月から本事業の利用料を改定し、事業運営
に必要な財源確保と生活支援員の確保を図るほ
か、各種事業の実施を通して、日常生活自立支
援事業実施体制の充実強化を図る。
　市町村社協に対して、現地指導や各種会議等
を通して助言・情報提供を行う等、業務支援を
強化し、事業の適正化を図る。
　増加する利用ニーズに対応するための必要な
財源確保について県と調整・協議を進める。
　成年後見制度への移行ニーズ等調査の実施や
契約締結審査会の助言等を通じて、当該利用者
の同制度への円滑な移行促進を図る。
・市町村社協専門員等への助言指導
・「契約締結審査会」の開催（月1回）
・「事業実施状況調査（書面・現地調査）」の
実施
・「小口現金預り支援状況調査」の実施
・「日常生活自立支援事業研究協議会」の開催
・地区社連主催会議等への担当職員の派遣
・「成年後見制度利用促進等に関する取組状況
調査」の実施



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

イ．行政機関、専門
職団体等の連携促進

　各関係機関とのネットワーク等を
促進することで、市町村段階での権
利擁護支援体制が強化される。

　成年後見制度利用促進に関する取り組み状況
を把握するとともに、法人後見実施社協等を対
象に「法人後見実施社協等連絡会」を開催し、
社協機能を活かした地域における権利擁護体制
づくりを推進する。
　国で検討が進められている身寄りのない高齢
者等への支援にかかる「新たな事業」について
の情報収集を行い、各種会議等をとおして市町
村社協へ情報提供・情報共有を図る。

ア．市町村社協での
権利擁護支援体制づ
くりの支援

　② 市町村社協の権利擁護、地域連携ネットワーク参画の取組みの支援

各種会議等の開催等を通して、社協
機能を活かした権利擁護支援体制づ
くりの促進につながる。

　各関係者を対象にした「権利擁護推進会議」
を開催し、権利擁護支援のための支援者ネット
ワークづくりを促進する。
　行政機関、専門職団体、社協、福祉施設職員
を含む福祉従事者等を対象に「権利擁護人材確
保研修会」（仮称）を開催し、権利擁護意識の
高い福祉人材の確保・養成と相互の連携促進を
図る。
　また、成年後見利用促進に関する関係機関主
催会議等へ担当職員を派遣し、支援方策及び取
組に関し情報共有を図る。



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

　① 苦情受付担当者や解決責任者、第三者委員による苦情解決体制の整備及びその効果的な運用促進

ア．委員及び苦情解
決部会を通じた円滑
な苦情解決

ア．事業所の実態把
握と苦情解決体制整
備への支援

　セミナーの開催や事業所への巡回
訪問、相談助言を通して、事業所の
苦情対応に求められる知識や技術の
向上が図られる。
　また、事業所の苦情対応力の強化
により、福祉サービスの質の向上に
つなげることができる。

　福祉サービス事業所を対象にアンケート調査
を実施し、事業者段階における苦情解決体制の
整備状況を把握する。
　「苦情解決の仕組みの整備と苦情対応の手引
き」の配布を通じて、苦情解決の仕組みや適切
な苦情対応のポイント等について福祉サービス
事業所へ周知を図る。また、ポスターの配布を
通し、事業所段階における苦情解決体制づくり
の周知を図る。

　研修会等の参加により相談員の専
門性の向上を図るとともに、関係者
会議を通してそれぞれの機能や役割
を理解することで、適切な苦情解決
につなげることができる。

３　運営適正化委員会の機能強化

　事業所における苦情解決体制の整
備状況や苦情対応における課題の実
態把握に基づき、事業所の苦情解決
体制への支援につなげることができ
る。
　苦情対応の仕組みの整備や苦情対
応、第三者委員の配置について広く
周知することにより、事業所段階で
の苦情解決体制の整備を促進するこ
とができる。

イ．苦情解決体制の
効果的な運用促進

　苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委
員を対象とした「福祉サービスに関する苦情解
決セミナー」を開催し、苦情対応に求められる
知識や技術の向上につなげ、適切な福祉サービ
スの提供を推進する。
　併せて、県内福祉サービス事業所に対する巡
回訪問や電話相談等により、事業所の苦情対応
の強化や仕組みづくりを支援する。

　①福祉サービス利用援助事業の実施社協に対する運営監視

ア．利用者の契約や
支援状況の確認及び
福祉サービス利用援
助事業の適正な運営
の確保

　福祉サービス利用援助事業の実施機関への現
地調査等を実施し、同事業の透明性及び公正性
の確保に努め、利用者への適切な支援につなげ
る。
　なお、調査の結果、事業の実施にかかる改善
すべき事項や課題等が認められた際には、運営
適正化委員会（運営監視部会）で協議のうえ、
実施機関へ助言等を行い、適正な運営確保を図
る。
 国が検討している身寄りのない高齢者等への
支援に係る「新たな事業」については、全社協
と共に情報収集、共有しながら対応する。

 運営適正化委員会に配置された相談員が各種
研修会等へ参加することで、相談員の資質向上
を図る。
　また、国保連や行政主管課等との連絡会を開
催し、福祉サービスに関する苦情対応状況や課
題等について情報交換を行い、苦情対応体制の
連携・強化を図る。

　②運営適正化委員会における苦情解決機能の充実

　福祉サービス利用援助事業の利用
者の適切な権利擁護及び実施機関の
適正な運営が確保される。

（１）苦情解決事業の整備促進と機能強化

（２）福祉サービス利用援助事業の適切な運営監視

　苦情に対し、委員会での協議や助
言等により、円滑な解決が図られる
とともに、福祉サービスの質の向上
にもつながる。
　また、各種広報活動を通して、利
用者および関係者、関係機関に本委
員会を周知することで、利用者の権
利擁護の推進を図ることができる。

イ．相談員の資質向
上

　事業者段階で対応困難な苦情案件について
は、苦情解決部会での協議や委員からの助言に
基づき、必要な助言・事情調査・斡旋、関係機
関との連携等による解決を図る。
　県広報誌や新聞無料広告欄の活用等各種広
報、啓発活動を実施し、関係機関や県民に運営
適正化委員会についての周知を図る。



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

イ．研修会等の開催

・地区ごとに市町村、市町村社協や社会福祉施
設等を対象に地域生活定着支援事業説明会等を
開催し、その圏域での矯正施設を退所した高
齢・障害者や高齢・障害被疑者等への支援の推
進、支援ネットワークの構築等を図る。

　地区別に矯正施設退所者及び被疑
者等支援への理解及び関係機関の連
携を促進することで、支援対象者に
対する支援の充実・強化、受入事業
所等の拡大や支援ネットワーク構築
につながる。

イ．フォローアップ
業務の実施

（１）地域生活定着支援事業の実施

４　福祉サービスを必要とする矯正施設退所者等への支援

ア．各種会議の開
催・参加

・関係機関との連携や各分野の専門家の助言を
通して、支援に必要な社会資源の確保や支援
ネットワークの構築を図る。
　個別支援会議の開催
　福祉サービス等調整計画検討委員会の開催
　行政・福祉関係団体主催会議等への職員派遣
・また、新たに支援検討を行うケースについて
は、市町村や市町村社協等関係機関を加えた地
域福祉支援検討会を開催し、支援対象者への理
解促進、円滑な調整・支援を図る。

　多機関・多職種連携による支援
ネットワークが構築され、支援機関
が役割分担して支援を実施すること
で、支援対象者の社会生活の安定化
につながる。
　また、地域における矯正施設退所
者等への支援ネットワーク構築と受
入事業所等の確保・拡充につなが
る。

　矯正施設退所後の自立した生活を営むことが
困難な高齢または障害者を対象に、保護観察所
からの依頼に応じて、市町村や福祉関係事業所
等と連携し、帰住地の確保や福祉サービス等の
利用手続きの調整及び支援を行う。

　①矯正施設退所者等への支援

エ．相談支援業務の
実施

　支援対象者に対して行政手続きの同行支援や
モニタリングを行う。併せて、支援会議の開催
や参加により、支援関係者の役割分担や助言等
のフォローアップを行い、円滑な地域移行支援
を推進する。

　行政機関や福祉関係者、刑事司法機関、元受
刑者やその家族等からの相談に応じ、各種支援
情報の提供や助言等を行う。
　また、地域再犯防止推進事業では、犯罪を犯
した者やその家族、支援者等からの相談に対し
助言を行い、福祉的支援が得られるよう助言を
行う。

　相談支援を通して、元受刑者等の
地域生活の維持・安定が図られると
ともに、地域における支援関係者等
との支援ネットワークの構築につな
がる。

　関係機関と連携して生活再建を進
めることで、支援対象者の状況等に
応じた地域生活移行が図られる。

　帰住地や福祉サービス等の利用の
調整・支援を行うことにより、支援
対象者の矯正施設退所後の円滑な地
域生活移行が図られる。

　② 地域移行に向けた個別支援ネットワークの構築と受け入れ先の確保

ア．コーディネート
業務の実施

ウ．被疑者等支援業
務の実施

　保護観察所からの依頼に基づき、被疑者・被
告人の釈放後の福祉サービス等の利用手続きの
支援を行う。その際、刑事司法関係機関（検察
庁、保護観察所、弁護士）や福祉関係機関との
連携を進め、円滑な地域移行を図る。

　刑事司法と福祉双方の関係機関等
との早期の連携を促進することによ
り、支援対象者の釈放後の円滑な地
域生活移行が図られる。

オ．相談支援員の支
援の質の向上

　国や全国地域生活定着支援センター協議会及
び九州各県地域生活定着支援センター等が主催
する各種研修会へ職員を派遣し、相談支援員の
支援の質の充実・強化を図る。

　職員を研修へ派遣し、先駆的取組
みや相談援助技術を学ぶことによ
り、支援の質の向上や関係機関との
連携強化を図ることができる。



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

ア．福祉・司法関係
団体等との連絡調整

　福祉関係機関・刑事司法関係機関等を対象
に、「地域生活定着支援事業連絡会議」を開催
し、罪を犯した高齢・障害者等への効果的な支
援方策について、情報共有、意見交換を行う。
　また、支援拡充にむけ、市町村自立支援協議
会や重層的支援会議など市町村が実施する協議
体へ参画し、連携を図る。
　さらに、協力施設の拡充に向けて、老人福祉
施設協議会や心身障害児者施設協議会、身体障
害児者施設協議会との連携を図る。
　全国及び九州各県地域生活定着支援センター
や矯正施設、保護観察所等との会議等への参画
をとおして事業の充実・強化を図る。

　各関係機関との実務的な連携に関
する協議を行うことより、罪に問わ
れた高齢・障害者等への充実した支
援を行うことができる。
　支援対象者の受け入れ協力施設が
増え、地域生活の定着支援につなが
る。
　また、他県地域生活定着支援セン
ター等との連携促進により円滑な広
域調整を行うとともに対象者への支
援強化を図ることが出来る。

　③ 関係機関・団体との連携強化


